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実施日 視察先 視 察 項 目 備 考

５月７日
愛知県

田原市
総合計画策定

５月８日
兵庫県

姫路市
ひめじ防災プラザ

５月９日
兵庫県

芦屋市
債権管理条例の制定等

視察先 項 目 調査内容

田原市 総 合 計 画 策

定

田原市では総合計画の策定について視察

した。

田 原 市 は 平 成１ ５ 年 ８ 月 に 渥 美 郡 田原 町

と 赤 羽 根 町 が合 併 し 誕 生 し た 。 そ の後 平 成

１ ７ 年 １ ０ 月 に 渥 美 町 を 編 入 合 併 し て い

る。

面 積 は 約 １ ８９ 平 方 キ ロ メ ー ト ル 、人 口

約 ６ 万 人 で 花卉 や 野 菜 の 産 出 額 の 多さ で 知

られる。

田 原 市 で は 平成 ２ ０ 年 の リ ー マ ン ショ ッ

ク に 端 を 発 した 経 済 状 況 の 悪 化 で 、製 造 業

が 大 き な 打 撃を 受 け た こ と や 国 政 の政 権 交

代 に 対 応 す るた め 総 合 計 画 の 改 定 を行 っ て

い る 。 こ の 改 定 に 際し て は 田 原 市 議 会 が 大

き く 関 わ っ てお り 、 改 定 案 は 議 員 全員 が 参

加 す る 議 員 懇親 会 に ５ 度 に わ た り 報告 さ れ

て い る 。 計 画の 改 定 は 議 員 発 議 に より 議 決

す べ き 事 件 とし て 定 め ら れ 、 田 原 市議 会 は

総 合 計 画 の 改定 を 総 合 計 画 審 査 特 別委 員 会

に よ る 審 査 後に 可 決 し て い る 。 改 定版 総 合

計 画 は 経 済 状況 な ど 大 き な 社 会 変 化 に対 応

で き る 計 画 策定 を 進 め る た め 、 田 原市 を 取
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り 巻 く 状 況 を 正 確 に 把 握 し 今 後 １ ０ 年 先 を

見 据 え て 取 り組 む べ き ７ つ の 課 題 に対 す る

方針・方策をまとめている。

計 画 は 、 低 成長 ・ 成 熟 化 の 時 代 を 迎え 精

神 的 な 満 足 度 が 重 視 さ れ る 社 会 で あ る こ

と 、 価 値 観 が多 様 化 し て い る こ と 、ま ち の

豊 か さ は 経 済的 な 物 差 し だ け で は はか り き

れ な い こ と など か ら 「 み ん な が 幸 福を 実 現

で き る ま ち 」と い う ま ち づ く り の 理念 の も

と 策 定 さ れ てい る 。 計 画 の 進 捗 状 況や 方 向

性 を 確 認 す るた め の 都 市 基 本 指 標 の１ つ に

「 市 民 幸 福 度指 標 」 と い う 指 標 を 設定 し て

いることが特徴的である。

「 市 民 幸 福 度指 標 」 と は 市 内 中 学 生へ の

ア ン ケ ー ト と市 民 意 識 調 査 の 「 幸 せ」 に 関

す る い く つ かの 質 問 に 対 す る 「 幸 福感 の 現

況 」 を １ ０ 点満 点 で 評 価 し た そ の 平均 値 の

こ と で あ る 。こ の 指 標 が 幸 せ づ く りの 進 み

具合をはかる物差しになっている。

今 後 は 市 民 意識 調 査 等 を も と に 作 成し た

「 幸 せ づ く りＰ Ｌ Ａ Ｎ 」 を 市 民 に 配布 し 、

自 分 の 幸 せ につ い て 深 く 考 え る 意 識を 広 げ

市 民 と 行 政 職員 の 幸 せ づ く り の 意 識の 醸 成

を進めるとのこと。

幸 せ の 要 因 は外 的 な 影 響 を 受 け や すく 人

に よ っ て も 異な る た め 、 ３ 年 ご と に行 う 市

民 意 識 調 査 をも と に 「 市 民 の 幸 せ 」を 実 現

す る 取 り 組 みの 方 向 性 が 正 し い の かを 確 認

し 、 必 要 に 応じ て 「 幸 せ づ く り Ｐ ＬＡ Ｎ 」

の見直しを行うとのこと。
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視察先 項 目 調査内容

姫路市 ひ め じ 防 災

プラザ

姫 路 市 で は 「ひ め じ 防 災 プ ラ ザ 」 につ い

て視察した。

姫 路 市 は 明 治２ ２ 年 に 全 国 ３ ０ 市 とと も

に 日 本 で 初 めて 市 制 が 施 行 さ れ 平 成８ 年 に

中 核 市 に 移 行し 、 平 成 １ ８ 年 に 家 島町 ・ 夢

前 町 ・ 香 寺 町・ 安 富 町 を 編 入 合 併 した 。 面

積 は 約 ５ ３ ４平 方 キ ロ メ ー ト ル 、 人口 約 ５

３万人である。

「 ひ め じ 防 災プ ラ ザ 」 は 平 成 １ ９ 年４ 月

に オ ー プ ン し、 防 災 に 関 す る 総 合 的な 体 験

を 通 し て 市 民一 人 一 人 が そ の 重 要 性を 理 解

し 、 日 頃 か ら万 一 に 備 え る こ と が でき る よ

う 知 識 と 技 術の 習 得 を 目 的 と し た 施設 で あ

る 。 ま た 災 害対 策 本 部 を 設 置 す る スペ ー ス

と 必 要 な 設 備を あ ら か じ め 備 え て おり 、 非

常時に対応した体制を整えている。

施設は「防災情報ゾーン」「災害体感ゾー

ン 」「 防 災 体 験 ゾ ー ン 」 か ら 構 成 さ れ て お

り 、 施 設 見 学者 は ツ ア ー 方 式 で ア テン ダ ー

か ら 説 明 を 受け な が ら 見 学 で き る 。施 設 に

は 姫 路 市 の 消防 本 部 や 危 機 管 理 室 も併 設 さ

れ て い る た め、 指 令 セ ン タ ー や 各 種消 防 自

動 車 、 災 害 対策 室 な ど を 見 学 す る こと も で

き る 。 年 間 を通 し て 様 々 な イ ベ ン トを 開 催

し て お り 、 例年 ６ 月 下 旬 に は「 出 張 版 ひ め

じ 防 災 プ ラ ザ」 を 企 画 し 、 パ ネ ル 展示 や ビ

デ オ 試 写 、 消防 局 の 再 任 用 職 員 に よる 防 災

に 関 す る 質 疑応 答 な ど を 行 い 地 域 の防 災 意

識 の 向 上 を 図っ て い る 。 そ の ほ か にも 多 数

の イ ベ ン ト を企 画 し 、 防 災 に 関 す る知 識 や

情報を発信している。
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オ ー プ ン 当 初 に 年 間 ３ 万 ３ 千 人 ほ ど を 集

め て い た 来 館者 数 が 近 年 は ２ 万 人 を下 回 る

ほ ど 減 少 し て い た た め 、 平 成 ２ ４ 年 度 に

「 ひ め じ 防 災プ ラ ザ リ ニ ュ ー ア ル プラ ン 策

定 検 討 会 」 を実 施 し 、 そ れ に 基 づ いた リ ニ

ュ ー ア ル を 「防 災 情 報 ゾ ー ン 」 と 「防 災 体

験 ゾ ー ン 」 で行 っ て い る 。 平 成 ２ ５年 度 に

リ ニ ュ ー ア ルを 実 施 し 来 館 者 数 は ２万 １ 千

人 を 超 え て いる 。 今 後 は ５ 年 か ら ７年 周 期

で リ ニ ュ ー アル し て い く こ と を 計 画し て い

るとのこと。

視察先 項 目 調査内容

芦屋市 債 権 管 理 条

例の制定等

芦 屋 市 で は 債権 管 理 条 例 等 に つ い て視 察

した。

芦 屋 市 は 昭 和１ ５ 年 に 市 制 を 施 行 し、 良

質 な ま ち の イメ ー ジ を 守 る た め 、 全市 域 を

景 観 法 に よ る 芦 屋 景 観 地 区 に 指 定 し て い

る 。 面 積 は １８ 平 方 キ ロ メ ー ト ル 、人 口 約

９万人である。

芦 屋 市 で は 債権 管 理 を 全 庁 的 に 取 り組 む

べ き 課 題 と 捉え 、 税 務 担 当 、 法 務 担当 、 企

画 担 当 な ど の協 力 体 制 を 整 え 対 策 の強 化 を

図 っ て い る 。平 成 １ ９ 年 に 未 収 金 問題 研 究

会 を 開 催 し 各債 権 の 法 的 根 拠 、 時 効期 間 、

滞 納 処 分 の 有無 な ど を 明 確 化 す る など 「 債

権 管 理 取 扱 指針 」 を 制 定 す る と と もに 、 債

権 管 理 の ポ イン ト や 各 債 権 の 徴 収 の流 れ を

示 し た 「 未 収金 対 策 マ ニ ュ ア ル 」 を整 備 し

て い る 。 同 時期 か ら 、 指 針 の 内 容 やマ ニ ュ

ア ル の 運 用 を適 切 に 行 う た め に 、 新任 職 員

や 人 事 異 動 職員 を 対 象 と し た Ｑ ＆ Ａ中 心 の
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効 果 的 な 研 修 を 実 施 し て い る 。 こ の よ う な

研 修 に は 他 市職 員 を 招 い て お り 、 広域 的 に

行 う こ と で 、各 市 が 抱 え る 課 題 を 共有 し 解

決につなげている。

平 成 ２ １ 年 には 徴 収 見 込 み の な い 債権 の

早 期 収 束 と 適正 な 不 納 欠 損 を 行 う こと を 目

的として「債権管理条例」を制定した。「債

権 管 理 条 例 」 で は 水 道 料 金や 貸 付 金 な ど の

私 債 権 の う ち、 時 効 を 経 過 し た も の、 限 定

承 認 で 相 続 した 財 産 の 価 額 が 強 制 執行 の 費

用 や 芦 屋 市 以外 の 債 権 な ど の 合 計 額を 上 回

ら な い と 見 込ま れ る も の 、 債 務 者 が失 踪 ・

行 方 不 明 な ど徴 収 の 見 込 み が な い もの 、 破

産 法 の 適 用 があ っ た も の な ど 経 済 的に 価 値

の な い 私 債 権の 権 利 を 放 棄 で き る 規定 を 定

め て い る 。 平 成 ２ ２ 年 から は 条 例 に よ る 債

権 放 棄 を 行 って お り 平 成 ２ ５ 年 ６ 月ま で に

お よ そ ４ 千 件 、 ３ 千 ９ 百万 円 の 債 権 放 棄 を

議会に報告している。

平 成 ２ ３ 年 度か ら は 滞 納 処 分 で き る公 債

権 の う ち 困 難、 高 額 事 案 は 債 権 管 理課 に 移

管 し た 結 果 、担 当 課 は 現 年 度 の 徴 収に 集 中

す る こ と が 可能 に な り 徴 収 計 画 、 徴収 、 不

納 欠 損 、 課 題の 抽 出 と い う 流 れ の 中で Ｐ Ｄ

Ｃ Ａ が 回 る よう な 仕 組 み を 構 築 し てい る 。

電 話 催 告 等 の単 純 業 務 は 外 部 に 委 託し 、 早

期 の 滞 納 処 理を 徹 底 さ せ 徴 収 率 の 向上 を 実

現 す る と と もに 、 職 員 に は 困 難 な 案件 に 従

事 さ せ る な ど業 務 の 効 率 化 を 図 っ てい る 。

過 年 度 滞 納 額は 平 成 １ ８ 年 度 の お よそ ９ 億

３ 千 万 円 か ら平 成 ２ ４ 年 度 は ５ 億 ９千 万 円

と大きく削減している。
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今 後 は 滞 納 処 分 が で き る 債 権 情 報 を 共 有

す る こ と や 時効 の 中 断 、 連 帯 保 証 など 法 的

問 題 を 整 理 する こ と に 加 え 、 債 権 放棄 を 行

う 際 の 事 由 のチ ェ ッ ク 体 制 を 担 当 課以 外 に

も作ることなどを研究していくとのこと。


